
自由民主党 道州制推進本部及び基本法小委員会合同会議

議 事 録

出席議員（発言者）

石田真敏佐田玄一郎道州制推進本部本部長、武部勤同本部顧問、今村雅弘同本部幹事長、

同本部副本部長・道州制基本法小委員会委員長、北川イッセイ同本部副本部長、末松信介

松浪健太同本部事務局長、坂本哲志同本部事務局次長 ほか同本部幹事、

○司会（松浪事務局長）

道州制推進知事・指定都市市長連合の共同代表であります石井正弘岡山県知事にお越し

をいただきました。

石井様、まことにありがとうございます （拍手）。

それではまず最初に、佐田本部長よりごあいさついただきます。

○佐田本部長

皆さん、大変お忙しいところをありがとうございます。また、遠方より石井知事さんに

わざわざおいでいただきましたことを心から感謝申し上げる次第でございます。

そして、我々もいよいよ基本法提出に向けて急ピッチで作業を進めていきたいと、かよ

うに思っています。

（ ） 、（ ）平成２０年の第３次中間報告 を踏まえた論点整理 につきましては 道州制基本法

小委員会で石田先生、礒崎先生にいろいろご尽力賜りまして、大体調整が行われた次第で

あります。後は、これからいろいろヒアリングをしながら、ご意見を賜りながらやってい

きたいと、かように思っておるところであります。

また、石井知事さんには、別に文句を言うわけじゃないんだけど、これ見たら地域主権

というタイトルなんですけど、うちの中に、決してどうのこうのじゃないんだけど、地域

主権ということに対して非常に抵抗がある人がいるもんですから、その辺ご配慮いただき

たいなと、こういうふうに思っています。

ただ、内容は、以前に石井知事さんにお会いしましたけど、我々の考えていることと石

井知事さんたちがやられている道州制推進知事・指定都市市長連合の皆さん方とは同じで

ありますから、しっかりと道州制が進められるように協力して、固い協力のもとに頑張っ

ていきたいと思います。ありがとうございます （拍手）。

○司会 ありがとうございました。

続きまして、石田小委員長、一言お願いします。



○石田真敏道州制基本法小委員会委員長

皆さん、どうもご苦労さまでございます。また、本日は、石井知事さんには大変お忙し

い中ありがとうございます。

今、ご紹介のありました地域主権にこだわる一人でございまして、我々が考えておりま

す道州制につきましても、限りなく連邦に近い道州ということでございまして、地方にで

きるだけの権限をという、そういう思いは変わりはないわけでありますけれども、地域主

権については違うことを申される学者がおられるもんですから、我々としてこだわってい

るわけであります。

また、皆さん方に大変お世話になりまして、過去３回にわたりまして、第３次中間報告

についてのレビューを行わせていただきまして、一通り終わったわけでございまして、も

う一度全体についてのご議論をいただく機会を持たせていただいて、その上で次へのステ

ップ、基本法の骨子案がそういう方向へ進んでいけるように、これからもやってまいりた

いと思いますので、皆様方のご協力よろしくお願いを申し上げて、ごあいさつにさせてい

ただきます。ありがとうございました （拍手）。

○司会

ありがとうございました。本日は、石井知事からお話をいただいた後に、フリートーキ

ングをさせていただくということになっております。

それでは石井知事、よろしくお願いをいたします （拍手）。

○石井知事

ただいまご紹介いただきました岡山県知事の石井正弘と申します。

自由民主党の皆様方におかれましては、日ごろより、様々な面におきまして、私ども岡

山県のみならず地方自治振興のためにお力添えをいただいております。まずもって厚く御

礼申し上げる次第でございます。

本日は、このように道州制推進本部並びに基本法小委員会合同会議の場におきまして、

私の考え方をお聞きいただけるということで、このような機会を設けていただきまして本

当に光栄に存ずる次第でございます。厚く御礼を申し上げながら、それでは早速でござい

ますが、資料に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。お許しをいただき

まして着席をさせていただきまして説明させていただきます （拍手）。

それでは、資料１と、それから資料２ということで用意をさせていただきましたが、資

料１は、このたび私どもが４月２０日付で発足いたしました道州制推進知事・指定都市市

長連合、そして資料２は、私自身の思いを制度設計という形でお示しをしている私案でご

ざいまして、先ほど来、地域主権型ということについていろいろご議論があるわけでござ

いますが、中身につきましては皆様方と同じような基本的な考え方ではないかというふう

にも思っているわけでございます。



それでは、資料の１でございますが、このたびのこの推進連合の経緯でございます。

４月２０日に設立をいたしましたけれども、メンバーにつきましては一番最後の５ペー

ジに掲げさせていただいております。今、地方制度調査会で大都市制度につきまして議論

が行われておりまして、私も地方制度調査会の委員でございますけれども、指定都市の代

。 、表として橋下大阪市長さんが大阪都構想のヒアリングに来てらっしゃいました それから

川崎市長阿部市長さんは特別自治市構想についての説明においでになっておられまして、

そういった経緯の中でお話を２人に申し上げ、そして被災地代表の村井宮城県知事さんが

かねてより道州制の推進論者でございますので、４人が共同発起人となりまして声をかけ

まして、そして最終的にこのような形で賛同いただいて、この同じ志を持った知事、そし

て政令市の市長さんが推進連合ということで立ち上げたと、こういうことでございます。

４月２０日の設立総会後には、早速、政党への提案・要請ということで、佐田本部長さ

んのところにもお邪魔をさせていただきましてご説明を申し上げたという経緯でございま

す。

そして、私と、それから橋下市長さんが共同代表という形になっておりまして、事務局

のほうは私ども岡山県のほうで仰せつかっていると、こういう状況でございます。

それでは、この趣旨等について２ページ目をご覧をいただきたいと思います。設立趣意

書でございます。

冒頭の１行目からございますとおり、我が国の今現在置かれております様々な困難な課

題に直面しております状況をここに触れておりまして、そしてこういった課題に国全体で

適切に対応していくためにも、有効性を失ったこの中央集権体制を打破していこうと、そ

して国と地方双方の政府を再構築していくということで、地域主権型の「新しい国のかた

ち」を創造すると、こういう狙いであるわけでございます。

そして、現在、東日本大震災を契機といたしました首都機能の分散・バックアップの議

論がございます。それから、大規模震災への対処あるいは復旧・復興をはじめとする都道

府県の区域を越えた緊急性・総合性の高い課題、こういったことが様々あるわけでござい

まして、そうした課題に適切に対応できる行政システムの構築が急務であるということ。

それから 「さらに」というところに謳っておりますが、大きな時代の流れで地方分権、

改革がございます。今、国の出先機関原則廃止について、政府のほうにおかれましてアク

ション・プランに基づいて法案をまとめていこうということでございますが、まだまだ中

身が固まってないような状況かというふうに聞いております。こういった広域連合をつく

って受け皿をつくりなさいというような法案の骨格であるようでございますが、こういっ

た動きとか先ほど申し上げた大阪都構想、それから川崎市を始めとする政令市におかれま

しての特別自治市ということで県の権限を政令市にさらに移譲するという、こういう大都

市制度の議論、いろいろこういった論議が展開されているという状況でございます。

こういった中で、我々都道府県の存在意義も今問われていると、このように考えている

ところでございます。



こういった中で、私ども道州制を導入するということを提案するわけでございますけれ

ども 「道州制の導入により」というところのフレーズにございますとおり、指揮命令系、

統の一元化による迅速な意思決定、そのもとで広域的な行政課題への総合的な対応、そし

てまた国のほうにおかれましては国家の存立にかかわる事務に専念をしていただくという

ことでございます。そして、基礎自治体優先の原則ということで、都道府県の持っている

事務は基礎自治体のほうに思い切ってこれを移譲していく。こういったことで、国の事務

は道州に、そして都道府県の事務はこれは基礎自治体のほうにと、こういったことで分権

改革を飛躍的に推進をしていきたいと、こういう願いでございます。

そして、こういったことになりますと、行政システムの大幅なスリム化・効率化になり

ます。大構造改革ということになります。道州は戦略的な経済政策も展開できるというよ

うなことで、地域発の経済成長並びに国際競争力の向上、こういったことが実現できると

思います。

この大改革で大事なところは、その下から２つ目のパラにございまして、我々地方公共

団体の首長はもとよりでございます、大変恐縮でございますが、国会議員の皆様におかれ

ましても、さらには地方の議員におきましても、また公務員の身を削るようなこういう大

きな痛みを伴う統治システムの大改革ということでございまして、こういう大改革、自ら

身を削るんだと、こういう思いで、この「国のかたち」を抜本的に見直していくという気

概と覚悟を持って実現をしていきたいということで連合をつくったという経緯でございま

す。

これが、設立の趣意書ということになっております。

そして、３ページにありますが、活動方針を決めておりまして、最初の政府あるいは政

党への提案・要請は、先ほど申し上げましたとおり、設立総会の日に、民主党さん、そし

て自由民主党、公明党、みんなの党、４党に対しまして要請活動を行ったところでござい

ます。

そして、２番目にございますが、制度設計ということをこれから考えていきたいという

ふうに思っておりまして、第２回の会合を７月にも開催をして、この具体的な制度設計、

中身をまとめていきたいというふうに思っておりまして、これを受けてまた政府・政党の

皆さんに発信をしていきたいというふうに思っております。

また、他団体との連携ということを、３でございますが、経済団体の皆さん方からも一

、 、 、緒にやっていこうというご提案をいただいておりまして 経済団体連合会のほうにも 私

ヒアリングということでお邪魔をさせていただくこととさせていただいております。

そういったことで、４ページ目に参りまして、４月２０日付で佐田本部長さんに要請を

させていただきました、同じ文書でございます。要請書であります。

記のところをご覧いただきますとおわかりのとおり、私どもは、推進法と１に書いてご

ざいますが、皆様方は基本法という形で今ご議論いただいております。非常にこれはあり

がたいことでございますけども、私どもは推進するという立場から推進法ということで、



地方の意見を反映しつつ早期に成立をさせていただきたいと考えております。

そして、その２にございますとおり、中身としましては、国と道州と基礎自治体の役割

、 、 。 、 、分担 そして税財政制度のあり方 こういった基本的な制度設計ですね それから 法案

法律案の立案を担う組織というものを内閣のほうに設置をしてもらいたい。そして、それ

には地方公共団体の代表を参画をさせていただきたいと。

、 、 。そして 最後３番目に こうした取組を通じて国民的な議論を喚起をしていただきたい

このような趣旨でご要請をさせていただいた、こういう経緯でございます。

以上、資料１に基づきまして、推進連合についての話を概要申し上げます。

本日は、主としてこの資料２のほうの具体的な中身のお話もあろうかと思いまして、私

のほうも私案という形でございますが、提案をさせていただきたいと思います。

ただ、この私がお示しする地域主権型道州制と書いてございますが、この中身は、私も

、 、長い間地方制度調査会の委員を拝命をさせていただき 答申にかかわってまいりましたし

道州制ビジョン懇談会、当時の佐田大臣のもと、おつくりになっておられました懇談会の

メンバーでもございます。道州制特別委員会の委員長として知事会でも議論してまとめて

まいりましたが、こういったものを踏まえましてのここに私案ということでお示しをして

おります。

まず最初に、工程ということでございますが、今後のスケジュールですね。まずは、道

州制推進法、これは基本法という形でもいいかとは思いますけども、これを制定をしてい

ただくということが最初だと思います。そして、２番目にございますが、検討機関で制度

設計等を議論していただいて、これを答申をしていただく。その中身は、役割分担と、そ

れから国の機構の再編、地方税財政制度、道州の組織、区域、非常にそれぞれ大きな議論

、 、をしていかなければならない課題ございますが こういったものを答申をしていただいて

そして３番目で今度は道州制導入に向けての法律を整備をしていただき、そして最後４番

目で道州制への移行ということでございますが、このスケジュール感といたしましては、

ここにございますとおり、推進法を制定いたしまして６年ないし８年以内ぐらいに移行す

ると、このようなイメージかというふうに思っておりまして、多くの政党の、推進という

ことで述べていらっしゃいます政党の方々も大体６年あるいは８年ぐらいということにお

おむね一致しているのではないだろうかと思っているところでございます。

それから、具体的な２の制度設計についての主な項目についてでございます。

、 、 、先ほど来申し上げましたとおり 中央集権体制 もう有効性を失っているということで

これを大きく変えて、国は、外交、防衛、通商政策など国家の存立にかかわる事務に専念

をしていただく。一方、内政は地方が担うと、こういうことでございます。

国と地方双方の政府の再構築、地域主権型・多極型の「新しい国のかたち」を創造する

と、こういう狙いでございます。

そして、具体的には、２の最初の丸にございますとおり、国の事務は、そこにございま

す国際社会における国家の存立あるいは国家戦略の策定、国家的基盤の維持・整備、全国



的に統一すべき基準の制定に関係するような事務、こういったことに限定をしていただき

まして、道州は、現在そういう国の出先機関等で行っておる事務を含めまして、広域行政

あるいは規格基準の設定、基礎自治体間の調整、こういったものを行っていく。

そして、２ページ目にまいりまして、基礎自治体、市町村でございますが、こちらのほ

うは、現在の都道府県の事務を含めまして、例えば福祉とかまちづくりといったような、

こういう住民に身近な行政事務、これを総合的に担っていただくと、こういう考え方でご

ざいます。

したがいまして、２つ目の丸にございますとおり、地方へ大幅な大胆な移譲を行います

ので、中央府省の解体再編を含むような大きな大改革となると、こういう考え方でござい

ます。

それから、いわゆる自治立法権でございます。これにつきましては、国の法令を大綱的

なものにとどめていただきまして、道州及び基礎自治体、地方側に大幅な「上書き権 、」

これを含む広範な自主立法権を付与していただくという考え方でございます。

それから 「協議の場」を設けて、関係者が重要事項を協議調整すると、こういう考え、

方でございます。

次に、３番目ですが、地方税財政制度でございます。特に、財政調整制度、非常にこれ

が大きな課題になろうかと思います。私ども地方からいたしますと、そこにございますと

おり、偏在性が小さい、そして安定性を備えた新たな地方税体系を構築をしていただきた

いということでございまして、今、我々法人税関係、都道府県にございますが、非常にこ

の偏在が大きいということもございます。むしろ、消費税のような、消費税を地方税化し

ていくというような、こういうことも当然有力な選択肢となろうかと、このように思って

おります。

それから、道州及び基礎自治体には、課税自主権、これを付与をしていただくというこ

とでございます。そうしましても、しかしながら財政調整はどうしても必要になってこよ

うかと思います。これは水平的な財政調整、すなわち国のほうからの交付税とか交付金と

か、こういったような制度調整ではなくて、基本的に道州間の税収、それをお互いに水平

的に財政調整をするということを基本にしていただきまして、地方交付税、こういったも

のは原則廃止ということを考えております。

そして、そうはいってもいろいろ課題が残っておりまして、例えば国の資産、債務の取

り扱いあるいは基礎自治体間におきましてはさらに大きな財政調整がどうしても必要とな

ってまいりますから、こういったものはこれからさらに検討を深めていく必要があるかと

いうふうに思っております。

そして４番目、道州の組織でございますが、これは全国一律の設置基準、こういったも

のは必要最小限にとどめていただきまして、道州の条例によって自主的な組織を形成する

ということを、これを提案をするものでございます。道州には、一院制の議会、これを設

けていただきまして、この議員と道州の首長は直接選挙で選出をする、これを基本とする



と。こうしておりますが、これはもちろん憲法改正を必要としないということになります

れば、こういった提案になろうかということでございます。もちろん、これには憲法改正

を伴う議院内閣制ですね、こういったものを考えるべきではないかという議論があること

は、もちろん私どももそれを否定するものではございませんが、憲法改正をしないでもで

きるという範囲でこのような提案をさせていただいているということでございます。

それから最後、道州の区域、これも非常に大きな議論になるかと思いますが、まず私た

ちが言いたいのは、経済的・財政的な自立、自立ということをまずある程度一定の規模で

すね、これを前提とすべきではないかというふうに思っております。もちろんそうはいっ

ても、地理的な一体性、歴史・文化・風土の共通性あるいは生活、経済面での交流、こう

、 、 、いったようなことで 北海道あるいは沖縄という そういった過去の経緯からしましても

また別の取り扱いに当然なろうかという議論もあるわけでございまして、こういったよう

なことで、大きな方向としては、私ども、自立、そして将来の発展可能性、こういったも

のも是非考えていくべきではないかというふうに思っているところでございます。

透明性・客観性の高い基準というものを設定をしていただきまして、一方、道州の議会

とその所在地ですね、その州都の所在地、こういったものは地域住民の意思を反映して、

道州が決定していくと。

こういう考え方としているわけでございまして、以上、私自身の考え方ということで、

あえて皆様方の議論の土台となれば、たたき台になればということでお示しをさせていた

だきました。是非、皆様方のご意見、ご提言、承りたいと思っております。よろしくお願

いいたします （拍手）。

○司会

、 。 、 。石井知事 ありがとうございました それでは 早速に意見交換に移りたいと思います

先生方、ご意見のほう、よろしくお願いをいたします。

○議員Ａ

ありがとうございます。大変参考になったと思います。

ちょっとお伺いしたいんですけども、知事は連邦制ですね、自主立法とかというような

形が随分出てますけど、連邦制についてどう考えておられるのか。それを１つ聞かせてい

ただきたいと思います。

それから、税制の配分の話なんですが、安定税源を地方にと、こういうことですね。こ

れは安定税源を地方に持っていくということは、不安定税源が国に残ると、こういうこと

になるわけですね。国は、やっぱり国の根幹にかかわる大変重要な問題ですね、こういう

ものをやはりその後やっていかないかんわけですよね。それで、果たして不安定税源でそ

れがやっていけるのかどうか、そこらのところをどう考えておられるか。むしろ、地方に

ついては自主財源、自主税源で、そういうものを開発していく余地があるわけです。産業



を興していくとかね。ですから、むしろこれは逆じゃないかなというような思いもするわ

けですけど、そこらの点のご見解を聞きたいと思います。

○司会 続けてお願いします。

○議員Ｂ

何点かお伺いしたいのでありますが、この道州制を議論する中で、我々数年前も、五、

六年前ですかね、ずっと積極的にやってきて、また今議論が活発になってきつつあるとこ

ろでありますけれども、そのときに、やはり３・１１以降ということがかなり大きな議題

になってまいりました。国の役割分担の中で、一般的に外交とか防衛とか通商政策とか、

、 、こういうふうな話で今までまいりましたけれども あのような大震災を目の当たりにする

そのときに国の備え、防災は一体どうあるべきなんだろうか。そういった観点から議論し

始めると、何でもかんでもが地方分権というわけにもいかない分野がたくさん出てきたな

というふうに思ってますが、そういったことに対しての議論がこの推進連合の中でどのよ

うな形で出てきたのかということを教えていただきたいのが１点であります。

それからもう一点は、水平的な財政調整というふうなことで、将来的には道州に関わる

地方交付税は原則廃止ということであります。地方共有税とかというような理念も当然あ

ってのお話だろうと思うのでありますけれども、はてさてその水平的な財政調整を誰がす

るんだろうかと。当然、それぞれ地方によって、地方自治体によってさまざまな意見が交

錯してくる。そういう状況の中で、今は国が地方交付税ということでいろんな基準を設け

、 、 。て その基準が現状に合うのかどうかは別にしても 国のほうで基本的な方向性を固める

それが地方同士で水平的に議論して、果たしてまとまるのであるのだろうか、どうだろう

かということを大変私は危惧するわけでありますけれども、その辺のところはどういうふ

うにお考えか、お聞かせをいただきたいと思います。

あれやこれや聞きたいのですが、とりあえずそのあたりお願いします。

○司会 では、よろしくお願いいたします。

○石井知事

それでは、私のほうから、ご質問という形でいただきましたので考え方を申し述べさせ

ていただきたいと思いますが、まず連邦制についての考え方でございます。

連邦制、私も、ドイツとかアメリカとかいろいろ勉強してまいりまして、そのことは究

極の地方分権の社会という意味において目指すべき方向性だということでは私も同感でご

ざいますが、ただ。

○議員Ａ



私、連邦制は反対です。

○石井知事

そうですか。私は、究極的には行くべきだと思いますが、ということなんです。ただ、

私は、そこまで現時点では賛成しておりませんで、やはり日本人の今までの過去の歴史的

な経緯とか、ふるさとへの思いとか、いろんなことがあると思いますけども、そういった

中で憲法改正をして連邦制ということになりますと、大変大きな大改革になりまして、そ

こまで一気に持っていくのはどうだろうかという感じがありますので、私は、まずは道州

制、しかも地方のほうに思い切った権限、財源を与えるという意味におけるそういう形の

道州制というものを実現を目指すべきだと思います。

それから、財源についてのご質問でございますが、例えば地方税、こういったもの、地

方税に消費税なんかを、安定性のあるものを持っていって、あるいは法人税といったよう

な景気の波に影響を受けやすいものは国のほうにと、こういう考え方でございますが、こ

れは地方のほうで現在地方財政が大変厳しいのは、今のような景気の動向の中で法人税収

は非常に波がございまして、非常に今でも地方財政は影響を受けやすい、そして勝手に借

金等はできないという形になっておりますから、国とは基本的な財政の構造が違うわけで

ございまして、そういった面で、私は、やはり地方のほうには、地方のための行政を安定

的に行っていくという、そういう意味での安定的な財源を是非お願いし、国のほうでは、

大きく経済政策等で影響を受けるかもわかりませんが、そういったものも、そういうもの

は国のほうで税収として対応していただくと、こういう形を是非お願いをしたいものだと

いうふうに思っております。

それから次に、３・１１大震災後の防災の備えということでございます。

これにつきましては、確かに今、あの復旧・復興の経緯の中で国の出先機関が果たした

役割とか、あるいは国自身が果たした大きな役割、これをもちろん否定するものではござ

いませんけれども、しかし一方で、先ほど申し上げた発起人に入っていただきました村井

宮城県知事さんは、この震災の復旧・復興、これを踏まえる中で、大きな大震災がこれか

らもいつどこで発生するかわからない、その場合にやはり思い切って道州制を先に施行し

ておいて、そして内政の主なものは、基本的なものは地方にゆだねると、地方にゆだねて

もらうと、こういうものを村井さん自身が震災の体験を踏まえて提案をしておられます。

もちろん、いざというときの国家的な安全・安心のための国家としての機能というもの

が防災面でも備えが必要だということを否定するものではございません。国家の役割はそ

こにあるわけでございますけども、まずは通常の内政的なものは日ごろから地方に任せて

おいてもらえれば、むしろ今回の大震災を踏まえてももっと迅速に復旧・復興ができたの

ではないだろうかと。このような考え方が村井さんから示されているということをご紹介

をさせていただきたいと思います。

それから、水平的な財政調整でございますが、私どもも、そういったご懸念があること



は重々承知しております。私どものイメージは、地方がお互いに協議調整していこうとい

うことでありまして、国のほうの例えば総務省自治財政局、こういったところからの配分

ということではなくて、我々地方側がつくった第三者的な委員会組織、こういったものを

つくって、そこをもとに案をまとめて、お互いに協議調整をしながら、水平的な調整する

ということで、十分可能ではないかと、このように思って提案をさせていただいておりま

す。

○司会

それでは、その他、先生方、よろしくお願いいたします。

○議員Ｃ

私も、ダブるところがあるかもしれませんけども、何点か。

先ほどから主権という言葉が、地域主権という言葉があります。地域主権という言葉を

ここに入れられた理由ですね。あるいは、地域主権でない道州制というものを当然考えら

れて、そうならないようにということでこの地域主権ということを入れられたと思うんで

すが、どういうイメージで入れていらっしゃるのか。これはみんなの党の江口先生あたり

、 。もこういう言い方されておりますけども その辺のところをお伺いいたしたいと思います

それから、国、道州、基礎自治体を通じた役割分担というのは、これはそれぞれ役割分

担をきれいに決めることができると思うんですが、今後、私たちもこれから話し合うこと

にしていますけども、国の関与の問題ですね、関与のあり方、どこまであれはどういう形

で関与が許されるのか、あるいは関与を排除するのか。この辺が一番難しいと思うんです

ね。これは、今からまた小委員会でやることになるわけですけども、この関与についてど

のように考えていらっしゃるのか、お伺いいたしたいと思います。

それからまた、税の問題になりますけども、偏在性が小さく安定性を備えた地方税体系

、 、というのがなかなかイメージとしてわいてこないんですけども 仮に消費税にしましても

１，０００万人以上いて消費経済の東京と１００万人以下の県、あるいは道州になればま

た違いますけども、これはかなり偏在性が出てくるんではないか。それを安定的な地方財

源として、さらに道州間で水平的に協議する。関東地方のほうからこれだけ出してくださ

いというふうなことが果たしてできるのかどうか、先ほどと同じ質問になりますけども、

それが１つです。

それからもう一つは、道州の区域ですけども、財政的自立が可能な規模を有しているこ

とを前提としと、財政規模が最優先なのか、それから歴史・文化・風土が最優先なのか、

例えば四国あたりを考えた場合に、財政自立が将来的にしっかりできるのかどうか。財政

的なものを優先するならば、それはまた別の区分けの仕方になるでしょうし、文化・風土

・地形というふうなことを考えれば、またそれはそれで区割りの影響を考えなければいけ

ないですし、この辺が非常に難しい、どれを優先させて区割りをするかというのは難しい



問題になってくると思いますけども、ご意見をお聞かせいただきたいと思います。

○司会 ちょっと多岐にわたりましたので、これは一気にお一人で。

○石井知事

それでは、お答えいたしたいと思います。

まず最初に、地域主権という名称でございますが、実は今ご紹介いただきましたみんな

の党の江口さんが、当時、道州制ビジョン懇談会の座長でございまして、当時、佐田大臣

のもとでも活動したわけでございますが、最終的にこれは自公政権時代に発足して、議論

して、これが政権交代のときにそこで終わってしまったんですね。そして、報告を中間報

告というような形で取りまとめを行いましたら、そのときのまとめた名称が地域主権型道

州制ということでございましたので、その考え方をここで使わさせていただいたというこ

とであります。

、 、もちろん 今の政権は地域主権を一丁目一番地とおっしゃっているわけでございますが

これが我々地方側から見ると全く期待しておったものではない、本当に一丁目一番地なの

か、もう今は番外地へ行ってしまったのではないかというようなことを私は申し上げてお

、 、 、りますけども こういったようなこともございまして 経緯の中で江口座長の中間まとめ

これを参考にさせていただいたというような形でございます。

それから、役割分担で国の関与はというお話でございますが、これは今のような現在の

国と地方との関係ということ、これを根本的に考え方を変えていただきまして、基本的に

はもう地方にゆだねると、自治立法権とか自主課税権とか、いろんなものも含めて国のほ

うの関与というものは本当に必要最小限度に限定的にやっていただく。地方に基本的には

委ねると、内政は地方に委ねると、こういう考え方を貫いていただきたいと思います。

それから、３番目の消費税、これは今の税の大きな基幹税の中では、やはり法人税があ

り、所得税があり、消費税と考えると、やはり消費税が一番偏在性が小さくて安定性があ

るというふうに思います。もちろん、それでも東京とか大都市のほうが消費税の税収が多

いのは当然それはよくわかりますけれども、今の基幹税の中ではやはり消費税というもの

が一番それにふさわしいものかと思っておりまして、これを地方に移譲していただくとい

うふうなことを抜本的な考え方として是非これを実現をしてほしいと、こういうことで提

案をしております。

それから４番目に、区割りの話でございます。もちろん、いろいろ要素があると思いま

す。ただ、財政的な規模、一定の先ほど申し上げました財政調整の話が出てまいりますけ

ども、やはりその地域において基本的には上がった税収において財政運営が行われるとい

うのが基本であろうと思います。どうしても足りないところを水平調整ということを考え

ておりますから、やはり一定規模の大きな区割り、そういう面においては、自由民主党さ

んの今現在お考えの１０州程度というようなことが、今資料の中で拝見させていただきま



したけども、これぐらいの大きな規模でお考えいただくというもの、これが一つの考え方

かなというふうに思っておりまして、もちろんそれ以外にも歴史的な、文化的なさまざま

な沿革経緯、いろんなことも総合的に勘案をしてということはよくわかります。

私個人の考え方でございますが、日本列島を、言葉は悪いですが輪切りみたいな形にな

るような、すなわち太平洋と日本海、お互いに両方接するような大きな区域割り、こうい

ったものをイメージするぐらいの大胆なものでないと、この自立性・自主性という、将来

の発展可能性というところにはそういった形がふさわしいのかなと、このように個人的に

は思っております。

○司会

ありがとうございます。お願いいたします。

○議員Ｄ

僕は、道州制大賛成なんです。２００３年の自民党のマニフェストに北海道の道州制先

行実施という公約を掲げたぐらいですが、しかし今、我が国の問題というのは、一言で言

うと日本国らしい日本国とか、日本人らしい日本人というものの復活ということをどう考

えるかということが非常に大きな課題ではないのかなと、私はこう思うんですね。

今、行政システム、行政制度ですね、これをどうするかということになれば、確かに中

央集権的な弊害がたくさん出てきていると、こういうことでありますけれども、面積的に

日本列島ってそんなに大きいのかなと。アメリカのカリフォルニア州と比べたら向こうの

ほうが大きいんでしょ、確か。米国の１州よりも日本国は小さいです、日本列島は。しか

し、南北に非常に長いということはそのとおりですし、そこで行政機構とかシステムとか

ということの以前に、国の成り立ちですね、我が国の文化というものをどのようにして根

づかせていくかという、そういうことがないと、余り機械的にこういう道州制を導入する

というときに弊害がたくさん出てくると。

一番心配しているのは、私のような北海道の稚内とか網走とか利尻、礼文のようなそう

いう離島を持っているところなんかは、これは本当に思い切った財政調整機能を待たなけ

ればやれません。過疎だとか離島振興をどう考えるのかと。

それは、北海道に任せればいいということになるのか。とりわけ、防災とか環境保全と

か、エネルギーの問題にしても、例えば東北州は原発はもう一切つくりません、隣はつく

るというようなことが地域主権という名のもとに認められるということになったときに、

やっぱり食料とか環境とかエネルギーは国の基本政策、とりわけ、日本の森林面積は世界

、 。 、 。 、一なんですね 人口比で言うと 実際には フィンランドの次なんです なぜかというと

これは教えてもらった話ですが、神社から上は奥山といって、奥山に人が入っちゃならな

いという、そういう文化があったということなんですね。神社を境にした里山とか里海と

かといって、ここは人と他の生き物が一緒に共生すると。そういうものがなかったら、森



林面積は、どんどんそこに人が住むようになって、そして森林が破壊されて環境が悪化し

ていたという問題があるじゃないかと思うんです。

僕は道州制賛成なんですよ。賛成なんですが、個々幾つかの例を挙げて申し上げたんで

すけれども、実際にこれを道州制を制度化して、これは憲法改正も伴う話ですから、その

ときに日本の国の「新しい国のかたち」って書いてますね。僕は 「新しい国のかたち」、

というのが日本国らしい日本国、日本人らしい日本人の復活ということであるならば、や

っぱりそこからちょっと議論していく必要があるんじゃないのかなと思うんですが、この

調査会、委員会においても、そのことを忘れてほしくないと思うんです。それは、石井知

事さんがおやりになろうとしていることはよくわかるし、わかるけれども、効率、どうい

う効果があるかということを追い求めるだけじゃなくて、どういう問題があるかというこ

とを一度きちっと整理してもらって、同時にやっぱり効果を期待することも、問題点を把

握することも、やっぱりもっと一つ次元の高い目標、国家目標、そういうことを現状の問

題解決じゃなくて、問題解決じゃなくて理想追求、理想追求ということになったときに、

どういうことをしっかり把握して、対応していったらいいかということをちょっと心配し

ているんです。そのことについてちょっとご見解をお聞かせいただければ、私の頭の中の

整理も少し進むかなと思いますんでお願いしたいと思います。

○議員Ｅ

ちょっと僕もいいですか、一言。若干関連しますけど。

○司会 はい、どうぞ。

○議員Ｅ

今、おっしゃったことと少しダブるかもしれません。

端的に聞きますけども、東京なり関東はどういうふうにされるつもりですか。というの

は、今、日本の経済から何から見ても、数字であらわれる以上に巨大な存在なんですよ。

、 、 、これをどういうふうにやっていくかということになってくると 当然 今の調整も含めて

これなしにはできないと思うんですね。だけど、東京にいる人たちは、今、都知事もそう

ですけども、とてもそんな、おまえら勝手にやれという話になってしまって、あとはこの

道州制も本当に国がかなりリーダーシップとってそういうところの財源の分割なり何なり

をやっていかないと、結局は何か貧乏人の集まりみたいな道州になってしまうような気が

するんですよ。

これは、もう一つ、今、行政の話をやっていますけども、経済の面でもそうだと思いま

すよ。いろんな一部上場会社を含めて、ほとんど東京でしょう。そういったものを今後ど

うするのか、どういうふうに持っていくかということまで考えないと、私はなかなか厳し

いんじゃないかなという、これずっといろいろ議論している中で、やっぱり財政調整なり



何なり、そういったものをどうするのか、そして例えば地方も子どもを産んで育てて、じ

いちゃん、ばあちゃんの面倒見る、かなり出し前のほうが実は多いんですよ。そういった

ものは、これは国の役割としてきちっとやってくれるということが本当に担保できるのか

ということで、いろいろ申しましたが、特に最初言った関東ですね、どうするのかという

ことで。

○司会

すいません、よろしくお願いします。

○石井知事

先生のご見解、まことに私も同感でございます。

具体的に、今、議論になりますのは町村を初めとする市町村の皆さんが非常にご心配い

ただいておりまして、市長会はまだいろいろ議論ありますが、町村会はもう今まではっき

りと道州制につきましては慎重な見解を述べておられるようでございます。

したがいまして、そういったことも踏まえまして、私は今の都道府県の権限を基礎自治

体のほうに基本的になるべく移譲していくということ、分権型社会の中心は基礎自治体で

あるということを謳っております。

そういった中で、一番懸念されておりますのは、強制合併につながるのではないだろう

かということだろうと思います。これは、決して強制的に合併をという形では私は理解は

進んでいかないと思うんですね。ただ一方で、これだけの権限をたくさん移譲するとなり

ますと、それにふさわしい受け皿として、ある程度一定の規模というものは望ましいこと

は言えるんですけども、ただ自主的な合併の取り組みというものを尊重する限り、そうい

うことが残った場合は、やはりこれもお互いに隣の市町村が補完をするという水平的な補

完ということをまず原則にして、どうしても水平的補完がうまいこといかないときには垂

直的な補完も加えざるを得ないと思いますが、そういったことで財政調整も含めながら考

えていくということだろうと思います。

ただ、先ほど申し上げたとおり、基礎自治体の財政調整という一番困難な問題は、どう

してもこれは残ります。先ほどの具体的な例をお示しいただきました。本当にその点はよ

くわかりまして、そういった点はちょっとこれから慎重にいい制度設計を皆さんと知恵を

出して、いずれにしろこれは大きな問題として残るというふうに私は認識をいたしており

ます。

それから、東京、関東でございますが、関東州ということになれば三千何百万人という

とんでもない大きな州になってしまって、大きな差が出てまいります。私どもも道州制を

議論する中でいろんな意見を今まで聞いてまいりました。関東を北関東と南関東に分ける

案とか、あるいは東京都だけは別に分離独立する案だとか、いろいろ案が提案されている

ということは承知しているわけでございますが、いずれにいたしましても、この問題は大



きな問題として残るということで、私どももまだ議論を詰め切っておりません。おりませ

、 、 、 、んけれど ただ流れとしては そういう東京に集中しているものを 地方をもっと活力を

そして地方をもっと元気にして、まさに多極型の地域主権型、多極型の道州制ということ

を強調しましたのは、今の姿からもっともっと地方を元気にしていくような、地方が独自

の政策で互いに競争しながら国際的にも羽ばたいていけるような、そういう地方のイメー

ジを考えているということでございまして、その間においての東京、関東の問題は一つ大

きな課題として、これまた皆さんとともに知恵を絞っていかなきゃいけない課題だろうと

いうふうに思っております。

○議員Ｆ

ちょっと一言いいですか。

○司会

はい。

○議員Ｆ

実は、私も、基本法をつくるに際して、石井知事さん来られたら是非お聞きしたいと思

っていたんですけれども、共通認識として、今、北海道の方でもいろいろ権限だとか財源

の移譲というのは、道州制の法律（道州制特区法）があるからやれるんです。

一番の問題は、何といっても開発局をどうするかということなんですよ。現実問題とし

て。要するに、開発局は地方支分部局をそのまま移行できる、移管できるのかどうかと。

これは非常に問題になっていまして、我々はこの後にまた国の役割というものを議論する

んですけれども、その中で国防だとか外交の問題以外に、国民の生命、財産にかかわるこ

とは国がやりましょうという考え方、今やっているんですけれども、その中で先行的に民

主党の総裁が、関西広域連合、まだ全然ほとんど予算もないようなその組織、また、まだ

何もない九州に対して地方支分部局を移管するような発言をしているんですけれども、私

は非常に危険じゃないかと思っているんです。

それで、この間のいろんな３・１１の災害のときも、やっぱり統一的にそういう社会資

本をしっかりしていかなくちゃいけないというものもありますし、是非その辺の地方支分

部局の移管がまず先行みたいな形で動いているということに対して、私はいかがなものか

なと思うんですけれども、知事さん、いかがお考えでしょうか、これ。

○議員Ｄ それちょっと関連してということで。

○司会 じゃ、関連でお願いします。



○議員Ｄ

それが問題、小泉政権時代に、開発局も何もかも、全部国の出先機関は道庁と一つにし

たらいいと小泉さんはそう言った。それやれと。僕も高橋北海道知事も、それにためらっ

たのが失敗。なぜためらったかというと、土建屋さんが、道庁からも仕事をもらう、開発

からももらう、それが一つになっちゃうということなんだけど、技術的には開発局の役人

のほうがしっかりしたものを持っていますよ。だけど、数が多いんだ、数。知事の立場か

らすると、そんなにたくさんの公務員は受けられないと。こういうことで、これは国が、

防災だとか環境保全だとか、やらなきゃならんこともあるけども、それは重複してやれる

と思うけども、僕は地方支分部局も、特に北海道の場合は、開発も道庁も一つにあのとき

しておけば今道州制のモデルができたろうなと、悔やまれてならないということを強調し

ておきます。

○司会 じゃ、お願いします。

○石井知事

地方においては、社会資本の整備が遅れているところを中心に、この問題をご心配いた

だいておりますが、特に最近、安全・安心の観点から、防災面は国のほうの出先に是非や

ってほしいという、市町村サイドの強いご意向があるということも承知しております。

今現在、この点に関しては、出先機関の原則廃止ということで、今の政権のほうでアク

ション・プランということで議論されております。受け皿づくりとして、広域連合をつく

って、それでそこに移譲するということなのですが、対象としておりますのは、今の議論

の地方整備局と、それから経済産業局ですね、それから地方環境事務所という３つの出先

機関を念頭にして、そのうちどれを移譲を受けるかということを議論するようにと、地方

、 。でそれを受け皿をつくったら検討すると このような法案になっているようでございます

そういう面におきまして、社会資本の整備も入ってはいるんですけども、ちなみに私ど

も中国地方、私は中国地方知事会の会長ですから、今度６月１日に議論するんですが、３

つのうち四国は経済産業局だけにしたようでございます。それは、社会資本の整備が遅れ

ているということで、ご心配の市町村の強いご意向もあって、意見がそういうことになっ

たというようなことでございまして、私どものほうもやはり今事前の調整をしております

が、日本海側のほうの県では、やはりそういうご意向が強いやに聞いておりまして、そう

いった空気の中で出先機関の議論しますが、ただ広域連合、今道州制の議論しているんで

すけど、広域連合は非常に中途半端な制度でございまして、関係者、例えば中国地方５県

の意見が、利害が一致しなかった場合は迅速な意思決定ができません。それから、今の県

の上に広域連合ができますし議会もできますから、行革には相反するようなことになりま

すよね。それから、財源がちゃんと来るのかどうかという保証が見えてきてないというよ

うなことで、そういった面では、分権改革のために前向きに議論はしたいものの、私たち



が思っているような分権改革の観点からは、まだこれは完成したものではないというふう

に思っております。

こういった中で、市町村の皆さんとも十分調整をし、ご意向をしっかりと承りながら、

やっぱりこの議論というものはやっていかなきゃいけないと思いますが、ただ私は道州制

について今日議論してるんですが、その場合はやはり社会資本の整備も含めて基本的には

道州へ移譲してもらう。これはお金も、それから優秀な人材も、仕事とお金とが一緒にな

ってきますけども、それは道州が受けとめると。今、北海道の場合ですと北海道庁が、開

発局の人たちをお金と一緒に人材も受けとめるような、そういう思い切ったものを考えて

、 。いかないと この道州制の議論というものは前に進んでいかないんじゃないかと思います

もちろん、その中で国がどうしても責任を果たしていかなきゃいけない部分は残ると思

います。国土の根幹的なところはね。そのところのさび分け、仕分けを慎重に考えていか

なきゃいけないんじゃないでしょうか。

○司会

ありがとうございました。じゃ、もう時間ちょっと短いんで手短にお願いします。

○議員Ｇ

基本的なことですけども、これは全国知事会あるいは指定都市市長会が道州制に向けて

機関決定したわけではないですよね。有志ということですね。

○石井知事

はい。

○議員Ｇ

それと、指定都市はわかるんですよね。道州制になろうと現在の都道府県だろうと、自

分たちは特別市になればそれでいいということで、いわゆる基礎的自治体をもっと強化し

てほしいということですね。ただ、基礎的自治体をもう少し大きくする場合に、今の町村

合併でも非常に難しいいろんな問題があるんですが、なかなか３０万とか４０万の一くく

りの基礎自治体をつくろうとすると、これは大変な作業になるんじゃないかと。この点に

ついてお伺いしたいと思います。

○司会

すいません、一つだけでお願いします。

○議員Ｈ

知事のお隣の兵庫県の知事は道州制に反対なんですけど、この前の行政監視委員会に参



考人で来られまして、戦後、ドイツは連邦制、徹底的な地方分権型で上がっていったと。

戦後、日本は中央集権型で発展したと。だから、道州制まで持っていかなくても地方分権

で十分足りると。地方分権究極イコール道州制にあらずという考え方なんですけども、そ

のことについて知事にお聞きしたいということが１点。

それと、兵庫県の知事さんは、メリットのほうがわからないと言われるんですよ。県民

に説明できない。ただ、デメリットだけはしっかりおっしゃるんですよ。デメリットにつ

いて。今まで提供してきた県民へのサービスが道州制になってできるかどうかということ

がはっきり言えないということ。それと、今話があったように、東京一極集中を排除でき

るとは限らないということと、それと伝統文化が損なわれていくという、大ざっぱな行政

になってしまうという、そういう話になるんで、その道州制導入後の姿を県民に説明でき

ないということがあるんですけども、岡山県議会、岡山県民への対応と進めていかれる上

での解決策というのを、できればちょっと教えていただけたらなと思います。

○司会

ありがとうございました。よろしくお願いします。

○石井知事

それでは簡潔に。

有志ということでスタートしましたが、知事会の中では明確に反対とか明確に慎重な検

討をとおっしゃっている方はそんなに多くないと思います。今、具体的に名前をおっしゃ

ってましたけども、そんなに多くないと思ってまして、私どもが調査をしたところでは１

５人ぐらいの方は明確に賛成、それから制度設計がちゃんとできれば賛成だという方を含

、 、めるとかなりの方は道州制については前向きだと思いますが まだその時期に来てないと

制度設計の姿が見えないからということで慎重なご対応の方が多いように思います。

なお、政令市の方はほとんどの方がこういったことで参加されました。それはご指摘の

とおり、特別自治市というようなことで、都道府県の権限をそのまま受けとめるというこ

とですから、まさに道州制の考え方と一致しておりますから、ご賛同しやすいんだという

ふうに思っております。

合併は、先ほど申し上げたんですが、強制合併というような形にならないようにするこ

とが一番肝要だと思いますが、ただ一方で、都道府県の権限をばっと受けとめるわけです

から、ある程度の規模が望ましいなということは言えようかと思いますが、この点がまた

市町村の皆さんのご理解いただくためにも必要なことではないかというふうに思っており

ます。

それから、兵庫県知事のことを引用されましてのお話でございますが、確かに地方分権

ということを進めていくということ、これが究極な内容ですが、ただ私も今まで十数年来

この問題ずっとやってまいりましたけども、なかなか思い切った、望ましい地方分権改革



は進んでないと思います。

したがって、ここではとにかく明治維新、戦後の改革に続くような大構造改革、これを

行っていくという、こういうスタンスの中で究極の地方分権改革ということでこのような

大改革を進めていかないと、日本はこのままでいくと世界の中で取り残されてしまうんじ

ゃないかという、そういう非常に心配を持っている有志が、今回このような連合体をつく

ったということでご理解いただけますればというふうに思っております。

それで メリット・デメリット論ですが デメリットということについては やはり 行、 、 、 （

） 、 。政と住民が 遠くなるとか 州都以外は市町村合併の経緯からしてみても非常に心配だと

いろんなデメリット論が出てくるわけでございますが、しかし市町村に思い切った権限移

譲しますから、市町村が独自の発展をしていただくような、そういうイメージでございま

すので、むしろデメリットではなくて住民自治ももっと進んでいくと思いますし、市町村

も独自の発展を遂げていくと、こういうふうな道州制を私たちはイメージをしているわけ

でございます。

その辺で岡山県はどうかという話ですが、実は全国でも珍しいと思いますが、総合計画

の中に私ども道州制構想を推進していくということ、５カ年計画でございますが、位置づ

けておりまして、岡山県はその辺では非常に先進的な取り組みをしております。議会の議

決も頂戴をしたということでございます。もちろんその中でもいろいろ慎重な、あるいは

心配だというご議論もございましたけども、全体としてはこの構想を推進していこうでは

ないかということで、議会の議決を得て総合計画は策定されていると、こういう状況でご

ざいます。

○司会

ありがとうございます。そのほかご質問は。

○議員Ｈ

先ほど国の関与についてというご質問されたとき、地方に委ねるというお話がありまし

た。ただ、全国的な調整が必要なものというものはあると思うんですけれども、どういう

ものだったら認められるというふうにお考えかということなんですけども。

もしわかりにくかったら、この一番後ろに自民党が仕分けしたものがありまして （ 道、「

州制に関する第３次中間報告」別紙２）こういうものだったらいいけど、これはいかがな

ものかとか、お考えを、今日は全部きちっとお答えいただく必要はないんですけども、ど

うでしょうか。

○石井知事

よく議論になるのは、一番下から３つ目の社会保障のところだうと思うんですよね。そ

れで、私ども考えますに、国が統一的にやるべきだということでは年金なんかは、これは



国のほうではないかと。しかし、医療とか介護あたりは、国のほうが大きな統一的な基準

をお示しいただいて、あとは地方に任せていただく。生活保護のような現金給付をするよ

うなものは国のほうが全国統一的にやっていただくと、こういう考え方でございますが、

例えばこの医療保険、介護とかやる場合にも、やっぱり一つの統一的な基準にのっとって

やるべきだと。日本国の中で、地方によって余りばらついちゃいかんというものも当然あ

ると思いますから、運用は道州のほうにしていただいておりますから、それは結構だと思

うんですが、社会保障ですね、しかし基本的な拠るべき基準というものを示していただい

て、場合によっては必要最小限度の国の関与というものは、これは残るかなということは

我々も想定しております。

○司会

ありがとうございました。それでは、時間のほうも過ぎておりますので、今日はこれで

閉会をさせていただこうと思います。石井知事、本当に本日はまことにありがとうござい

ました （拍手）。

○石井知事

皆さん、ありがとうございました （拍手）。


